


問１―２ 

 
２．また、内閣官房が関係省庁と共同で実施したアンケ
ート調査では、発注事業者から「個人」として業務委
託を受けるフリーランスのうち、 
・約４割が報酬の不払いや支払遅延などのトラブル
に遭っている 

・約４割が、記載が不十分な発注書しか受け取って
いない、または、そもそも発注書自体を受け取っ
ていない 

などの実態が確認されており、不当な不利益を受け
やすい立場にあると考えられる。 
 

３．このため、本法案の保護対象となるフリーランスに
ついては、 

①個人で業務を行うフリーランスであること、 
②事業者から業務委託を受けていること 

の２点を要件としている。 
 
４．具体的には、「業務委託の相手方である事業者で従
業員を使用しないもの」を「特定受託事業者」と定義
し、この法律において保護対象となるフリーランスの
範囲を明確化したうえで、事業者間取引（BtoB）の適
正化等を図ることとしている。 

 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室  企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  
 

  



問１―３ 

（参考）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案（抜粋） 

 

（定義） 

第二条 この法律において「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方

である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

一 個人であって、従業員を使用しないもの 

二 法人であって、一の代表者以外に他の役員（理事、取締役、執行

役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ず

る者をいう。第六項第二号において同じ。）がなく、かつ、従業員

を使用しないもの 

２～５ （略） 

６ この法律において「特定業務委託事業者」とは、業務委託事業者で

あって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

一 個人であって、従業員を使用するもの 

二 法人であって、二以上の役員があり、又は従業員を使用するもの 

７ （略） 

 

 



問２―１ 

（対政府参考人） 
４月２５日 参・内閣委 三浦 信祐 君 

問２（対政府参考人）．特定受託事業者が経歴書、履
歴書、職業証明を求められた際に記載、提出する書
類にはどのように記載されるのか。また行政書類上
でも選択肢に存在するように変わるのか。社会的認
知を図る上で重要であるが、今後の方向性如何。 

 

１ 本法律案では、その保護対象となるフリーランスの

範囲を明確化するため、「業務委託の相手方である事

業者で従業員を使用しないもの」を特定受託事業者と

して定義している。 

 

２ 特定受託事業者という用語は、全てのフリーランス

を定義づけるものではない。 

フリーランスの定義は施策等によって異なり得るも

のであり、本法案の制定により、委員御指摘の経歴書

等への記載において、特定受託事業者という用語の使

用を求めていくことは想定していない。 

 

３ 他方、本法案の効果的施行のためには、保護対象と

なる特定事業者の範囲等について、しっかりと周知を

図ることが重要である。本法案が成立した場合には、

施行までの間に、関係省庁間で連携しつつ積極的に周

知に取り組んでまいりたい。 



問２―2 

（参考）厚生労働省履歴書様式例  



問２―3 

 



問３―１ 

（対政府参考人） 
４月２５日 参・内閣委 三浦 信祐 君 

問３．（対政府参考人）．本法案の趣旨については、労
働者を保護するために労働法的な保護を及ぼすとい
う観点ではなく、事業者の取引上の課題に対応する
という観点との理解で正しいか。 

 
１．本法案では、「業務委託の相手方である事業者で従
業員を使用しないもの」を「特定受託事業者」と定義
し、この法案において保護対象となるフリーランスの
範囲を明確化している。 
その上で、事業者間取引の適正化を図るとともに、

フリーランスの就業環境の整備を図るものである。 
 
２．フリーランスの就業環境整備については、特定受託
事業者が事業者であると同時に、一人の個人として業
務を行うという側面から生じる問題に対応するもので
あり、事業者の取引上の課題に対応する観点からの取
組であると考えている。 

 
 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室  企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  
 

  



問３―２ 

（参考）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案（抜粋） 

 

（定義） 

第二条 この法律において「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方

である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

一 個人であって、従業員を使用しないもの 

二 法人であって、一の代表者以外に他の役員（理事、取締役、執行

役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ず

る者をいう。第六項第二号において同じ。）がなく、かつ、従業員

を使用しないもの 

２～５ （略） 

６ この法律において「特定業務委託事業者」とは、業務委託事業者で

あって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

一 個人であって、従業員を使用するもの 

二 法人であって、二以上の役員があり、又は従業員を使用するもの 

７ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



問４―１ 

（対政府参考人） 
４月 25 日 参・内閣委 三浦 信祐 君 

問４（対政府参考人）．特定受託事業者と労働者につ
いて、それぞれの判断基準如何。契約当事者間で各
法律の適用について認識の齟齬が生じることや、実
態は労働者であるのに労働関係法令の適用を受けら
れないことがないよう、それぞれの判断基準を法の
適用対象となる者にしっかりと周知すべきではない
か。 

【注】
 

 
１．本法案において、特定受託事業者は、業務委託の相
手方である事業者であって、 
・ 個人であって、従業員を使用しない者、又は、 
・ 法人であって、一人の代表者以外に他の役員がな
く、かつ、従業員を使用しない者 

のいずれかに該当するものと定義している。 
 
２．また、「業務委託」に該当するかどうかは、物品や
情報成果物の仕様、役務の内容を指定して、一定の業
務を依頼しているか否かについて、実態に即して判断
することとしており、本法案が成立した場合には、特
定受託事業者に当たる具体例等をお示しし、周知を図
っていく。 

 
３．他方、労働基準法においては、労働者について、
「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われ
る者」と定義している。 

 
 
 
 
 



問４―２ 

 
４．そして、「労働者」に該当するかどうかは、 
・ 事業に「使用される者」であるか否か 
・ その対償として「賃金」が支払われるか否か 

について、形式的な契約の形にかかわらず、実態を勘
案して総合的に判断しており、令和３年３月に策定し
た、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備
するためのガイドライン」（※）において、こうした
判断基準をお示しし、周知を図ってきたところ。 
（※）ガイドラインにおいて、以下のような労働基準法等の

労働者性の判断基準の枠組みを示している。 

○労働が他人の指揮監督下において行われているかどう

か、すなわち、他人に従属して労務を提供しているか

どうか 

○報酬が、「指揮監督下における労働」の対価として支

払われているかどうか 

 
５．このため、形式的な契約上は本法案の特定受託事業
者であっても、実質的に労働基準法上の労働者と判断
される場合には、労働基準関係法令が適用され、本法
案は適用されないところであり、引き続き、労働基準
監督署において的確な判断が行われるよう、厚生労働
省において適切に対応する。 

 
６．また、契約当事者間で法律の適用についての認識に
齟齬が生じることや、実態は労働者であるのに労働基
準関係法令の適用が受けられないといったことがない
よう、特定受託事業者と労働者の定義、判断基準等に
ついて、関係省庁と連携し、わかりやすく周知し、適
切な法の適用が徹底されるよう取り組んでまいりたい。 

 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリーランス取

引適正化法制準備室  参事官 堀 泰雄 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  
  



問４―３ 

（参考１）関係法令 
 
○特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案 
 

第一章 総則 

（定義） 

第二条 この法律において「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方

である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

一 個人であって、従業員を使用しないもの 

二 法人であって、一の代表者以外に他の役員（理事、取締役、執

行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準

ずる者をいう。第六項第二号において同じ。）がなく、かつ、従業

員を使用しないもの 

 

○労働基準法（昭和 22年法律第 49号） 

（定義） 

第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事

務所（以下「事業」という。）に使用される者で、賃金を支払われる

者をいう。 

 

 

  



問４―４ 

（参考２）労働基準法の労働者性の判断基準 

○ 労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号） （抄） 

（定義） 

第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問

わず、事業又は事務所（以下「事業」という。）に使

用される者で、賃金を支払われる者をいう。 

１ 使用従属性に関する判断基準 

（１） 指揮監督下の労働 

イ 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾

否の自由の有無 

ロ 業務遂行上の指揮監督の有無 

ハ 拘束性の有無 

ニ 代替性の有無 

（２） 報酬の労務対償性 

２ 労働者性の判断を補強する要素 

（１） 事業者性の有無 

  イ 機械、器具の負担関係 

  ロ 報酬の額 

（２） 専属性の程度         等 

※「労働者性」の判断に当たっては、雇用契約、請負契約といった形式的な契

約形式のいかんにかかわらず、実質的な使用従属性を、労務提供の形態や

報酬の労務対償性及びこれらに関連する諸要素をも勘案して総合的に判断

する必要がある場合があるので、その具体的判断基準を明確にしなければな

らない。 

（労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」（昭

和 60 年）） 

  









問５―２ 

 
３．一方で、従業員を使用しない発注事業者と個人であ
るフリーランスとの取引関係については、必ずしも、
交渉力等の格差が生じやすいとはいえないと考えてい
る。 

  また、事業者間における契約自由の原則の観点から、
事業者間取引に対する行政の介入は、最小限にとどめ
るべきであることにも、留意する必要がある。 

 

４．このため、本法案では、従業員を使用しない発注事
業者に対しては、支払期日における報酬の支払義務や、
受領拒否の禁止等の規制を課さないこととしているが、
取引条件の明示義務については、当事者間の認識の相
違を減らし、トラブルを未然に防止するという点にお
いて、発注事業者の利益にも資することから、従業員
を使用しない発注事業者と個人であるフリーランスと
の取引についても対象としている。 

 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室  企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  
 

  



問５―３ 

（参考）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

（抜粋） 

 

（定義） 

第二条 この法律において「特定受託事業者」とは、業務委託

の相手方である事業者であって、次の各号のいずれかに該当

するものをいう。 

一 個人であって、従業員を使用しないもの 

二 法人であって、一の代表者以外に他の役員（理事、取締

役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又

はこれらに準ずる者をいう。第六項第二号において同じ。）

がなく、かつ、従業員を使用しないもの 

２～４ （略） 

５ この法律において「業務委託事業者」とは、特定受託事業

者に業務委託をする事業者をいう。 

６ この法律において「特定業務委託事業者」とは、業務委託

事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

一 個人であって、従業員を使用するもの 

二 法人であって、二以上の役員があり、又は従業員を使用

するもの 

７ （略） 





問６―２ 

２．また、本法案では、発注事業者とフリーランス双方
の利便性向上の観点から、 
①  取引条件を記載した書面を交付する方法、 
②  取引条件をメール等の電磁的方法により提供する
方法、 

 のいずれかを選択できるようにしているため、法律上、
これら２つの方法を含む「明示」という文言を用いて
いる。 

 
３．したがって、（議員御指摘の）書面等を特定受託事

業者に渡さずにオンラインの画面を通じて見せるのみ
の場合や、対面で書面を示した後に書面を回収する場
合については、書面の交付や電磁的方法による提供と
は認められないことから、第３条の明示義務を履行し
たことにはならず、指導等の対象になり得る。 

 
４．本法案が成立した場合には、施行日までの間に、こ
のような本法案第３条の「明示」の考え方について、
ガイドライン等の形で対外的にもお示しし、周知を行
っていくこととしたい。 

 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室 企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  

 



問６―３ 

（参考）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案 

 

（特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等） 

第三条 業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合

は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事

業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電

磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であって公正取引委員会規則で定めるものをいう。以

下この条において同じ。）により特定受託事業者に対し明示しなけれ

ばならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないこ

とにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないもの

とし、この場合には、業務委託事業者は、当該事項の内容が定められ

た後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により特定受託事業者に

対し明示しなければならない。 

２ 業務委託事業者は、前項の規定により同項に規定する事項を電磁的

方法により明示した場合において、特定受託事業者から当該事項を記

載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、公正取引委員会規

則で定めるところにより、これを交付しなければならない。ただし、

特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引

委員会規則で定める場合は、この限りでない。 



問７―１ 

（対政府参考人） 
４月２５日 参・内閣委 三浦 信祐 君 

問７（対政府参考人）．第12条（募集情報の的確表
示）について、規定を設ける趣旨、規定を所管する
省庁、具体的な執行方法（端緒、調査方法、指導の
内容）如何。規定を実効性のあるものとするため、
担当省庁においてどのように取り組んでいくのか。 

【注】

 

 
１．本法案第 12 条では、特定業務委託事業者が、広告
等により特定受託事業者の募集に関する情報を提供す
るときは、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をし
てはならず、また、正確かつ最新の内容に保たなけれ
ばならないこととしている。 

 
２．これは、 
・ 虚偽の募集情報等により生じる特定業務委託事業
者と特定受託事業者との間のトラブルを防止すると
ともに、 

・ 虚偽の募集情報等による特定受託事業者の就業機
会の損失を防ぐ 

等の趣旨で設けるものであり、特定受託事業者の就業
環境の整備に関する事項として、厚生労働省が所管す
る。 

  



問７―２ 

 
３．本規定の執行に当たっては、本法案における他の規
定と同様、特定受託事業者からの申し出に基づき端緒
を得ることを想定している。 
申し出を受けた場合、都道府県労働局において、広

告やインターネット等に掲載されている情報の確認の
ほか、必要に応じて特定業務委託事業者等にヒアリン
グ等を行い、違反が認められる場合は助言・指導等に
より是正を図ることとしている（注１）。 

 （注１）本規定について、違反が発生していない段階から予防的に

助言・指導等を行うことは想定していない。 

その上で、申出から事実認定の間に募集情報の表示が修正され

る等により違反の認定ができない（違反が既に是正されている）

場合であっても、複数人から何度も申出が繰り返されているよう

な悪質なケース等であれば、助言・指導等を行う可能性がある。 

 
４．募集情報の的確な表示については、厚生労働大臣の
定める指針において、不適切な事例や、特定業務委託
事業者が取り組むべき事項をお示しすることとしてお
り、指針等を丁寧に周知していくとともに、本規定を
適切に執行していくため、厚生労働省において、必要
な人員及び体制の確保に努めてきたい。 
 

 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリー

ランス取引適正化法制準備室  参事官 堀 泰雄 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  

 

 

 

 

 

 



問７―３ 

（参考１）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案（抜

粋） 

 

（募集情報の的確な表示） 

第十二条 特定業務委託事業者は、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載す

る広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法（次項

において「広告等」という。）により、その行う業務委託に係る特定

受託事業者の募集に関する情報（業務の内容その他の就業に関する事

項として政令で定める事項に係るものに限る。）を提供するときは、

当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはなら

ない。 

２ 特定業務委託事業者は、広告等により前項の情報を提供するときは、

正確かつ最新の内容に保たなければならない。 

 

（申出等） 

第十七条 特定業務委託事業者から業務委託を受け、又は受けようとす

る特定受託事業者は、この章の規定に違反する事実がある場合には、

厚生労働大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきこと

を求めることができる。 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定による申出があったときは、必要な調

査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に

基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。 

３ 第六条第三項の規定は、第一項の場合について準用する。 

 

（勧告） 

第十八条 厚生労働大臣は、特定業務委託事業者が第十二条、第十四条、

第十六条又は前条第三項において準用する第六条第三項の規定に違反

していると認めるときは、当該特定業務委託事業者に対し、その違反

を是正し、又は防止するために必要な措置をとるべきことを勧告する

ことができる。 

 

 

 



問７―４ 

（命令等） 

第十九条 厚生労働大臣は、前条の規定による勧告（第十四条に係るも

のを除く。）を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置

をとらなかったときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る

措置をとるべきことを命ずることができる。 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を

公表することができる。 

３ 厚生労働大臣は、前条の規定による勧告（第十四条に係るものに限

る。）を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとら

なかったときは、その旨を公表することができる。 

 

（指導及び助言） 

第二十二条 公正取引委員会及び中小企業庁長官並びに厚生労働大臣は、

この法律の施行に関し必要があると認めるときは、業務委託事業者に

対し、指導及び助言をすることができる。 

 



問８―１ 

（対政府参考人） 
４月２５日 参・内閣委 三浦 信祐 君 

問８（対政府参考人）．第 13 条（育児介護等への配
慮）について、配慮の対象となる育児介護等の範
囲、必要な配慮の内容はどのように整理され、特定
業務委託事業者・特定受託事業者双方に情報提供、
共有されていくのか。第 15条に規定する指針で定め
る内容及び今後の検討プロセス如何。 

【注】

 

 
１．本法案では、特定業務委託事業者は、特定受託事業
者が育児介護等と両立して業務に従事できるよう、特
定受託事業者からの申出に応じて、必要な配慮をしな
ければならないこととしている。  

 
２．配慮の内容としては、例えば、育児介護等を行う時
間の確保のため、育児介護等と両立可能な就業日・時
間を調整するといったことが考えられる。  

 
３．現行の労働関係法令では、 
・ 育児介護休業法（注１）において、労働者の育
児・介護休業や労働時間の短縮措置等の制度が設け
られており、 

・ 特定業務委託事業者は、別途、自らが雇用する労
働者との関係では、自らが雇用する労働者との関係
では、雇用主の立場として、こうした措置を講じる
こととされている。 

 （注１）育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福

祉に関する法律（平成３年法律第76号） 

  



問８―２ 

 
４．このため、特定業務委託事業者にとってのわかりや
すさの観点等からも、育児介護等への配慮の対象とな
る家族の範囲（注２）については、育児介護休業法の
範囲と揃えていくことを想定している。 

 （注２）育児介護休業法の対象となる家族の範囲 

  「育児」：法律上の子（実子及び養子）及び法律上の親子関係に準

ずる関係がある者（特別養子縁組の監護期間中の子、養

子縁組里親に委託されている子など） 

「介護」：配偶者（事実上の婚姻関係を含む）、父母、子、配偶者の

父母、祖父母、兄弟姉妹、孫 

 
５．他方、例えば、 
・ 育児介護休業法では、それぞれの制度について、
労働者の権利や雇用主の義務として、その対象とな
る子の年齢を規定している一方で、 

・ 本法案では、申出の内容に応じて特定業務委託事
業者が必要な配慮を行う仕組みとしていることから、 

制度の対象となる子の年齢等を個別にみれば、個々の
特定受託事業者の希望や業務の内容等に応じた違いが
あり得ると考えている。 

 
６．必要な配慮の内容をはじめとして、本法案の第13条
で求められる具体的な内容については、関係者の意見
を聴きつつ、取引の実態を踏まえながら、厚生労働大
臣の定める指針等においてお示しすることとしており、
指針等の内容について丁寧な周知を図ることで、当事
者間で適切な配慮が講じられるよう取り組んでいきた
い。 

 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリー

ランス取引適正化法制準備室  参事官 堀 泰雄 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  

 







問９―１ 

（対政府参考人） 
４月２５日 参・内閣委 三浦 信祐 君 

問９（対政府参考人）．第 14 条（ハラスメント対策）
について、特定受託事業者が特定業務委託事業者か
ら受けたハラスメントについて、特定業務委託事業
者が設置する窓口に相談するのは不利益な取扱いを
受けないか等、心理的ハードルが高いのではない
か。また、小規模な特定業務委託事業者について
は、相談窓口を設置するのは負担が重いケースもあ
るのではないか。 

 
１．本法案では、特定業務委託事業者は、ハラスメント
対策として、特定受託事業者からの相談に適切に対応
するために必要な体制を整備しなければならないこと
としている。 

 
２．また、 
・ 特定受託事業者が特定業務委託事業者に対し、ハ
ラスメントに関する相談を行った場合に、これを理
由として、特定業務委託事業者が特定受託事業者に
契約の解除などの不利益な取扱いをすることを禁止
するとともに、 

・ 特定業務委託事業者がこれに違反した場合には、
適切に指導等を行うこととしており、 

特定受託事業者が相談を躊躇することのないような環
境の整備に努めていく。 

  



問９―２ 

 
３．ハラスメント対策については、御指摘のような小規
模事業者を含め、各事業者の実情に応じて取り組んで
いただくことが重要であると考えており、相談窓口の
設置については、 
・ 特定業務委託事業者が、労働法の規定により、
雇用主の立場として、すでに整備している労働者向
けのハラスメント相談窓口において、特定受託事業
者からの相談も受け付けたり 

・ ハラスメント相談窓口の設置が難しい場合には、
相談担当者を決めた上で、外部の専門機関等に相談
対応を委託すること 

も想定している。 
 
４．こうした考え方や対応の具体例については、厚生労
働大臣の定める指針においてお示しし、丁寧な周知を
図ることにより、特定業務委託事業者が適切に対策を
講じ、特定受託事業者がハラスメント被害を受けるこ
となく安心して働くことのできる環境の整備に努めて
いく。 

 
 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリー

ランス取引適正化法制準備室  参事官 堀 泰雄 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



問９―３ 

（参考１）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案 

 

第三章 特定受託業務従事者の就業環境の整備 

（業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置

等） 

第十四条 特定業務委託事業者は、その行う業務委託に係る特定受託業

務従事者に対し当該業務委託に関して行われる次の各号に規定する言

動により、当該各号に掲げる状況に至ることのないよう、その者から

の相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要

な措置を講じなければならない。 

一 性的な言動に対する特定受託業務従事者の対応によりその者

（その者が第二条第一項第二号に掲げる法人の代表者である場合

にあっては、当該法人）に係る業務委託の条件について不利益を

与え、又は性的な言動により特定受託業務従事者の就業環境を害

すること。 

二 特定受託業務従事者の妊娠又は出産に関する事由であって厚生

労働省令で定めるものに関する言動によりその者の就業環境を害

すること。 

三 取引上の優越的な関係を背景とした言動であって業務委託に係

る業務を遂行する上で必要かつ相当な範囲を超えたものにより特

定受託業務従事者の就業環境を害すること。 

２ 特定業務委託事業者は、特定受託業務従事者が前項の相談を行った

こと又は特定業務委託事業者による当該相談への対応に協力した際に

事実を述べたことを理由として、その者（その者が第二条第一項第二

号に掲げる法人の代表者である場合にあっては、当該法人）に対し、

業務委託に係る契約の解除その他の不利益な取扱いをしてはならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 



問９―４ 

（参考２）セクシュアルハラスメント対策 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



問９―５ 

（参考３）妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



問９―６ 

（参考４）職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題

に関し雇用管理上講ずべき措置 
 

 



問１０―１ 

（対政府参考人） 
４月２５日 参・内閣委 三浦 信祐 君 

問１０（対政府参考人）．フリーランス・トラブル 110
番について、これまで多数の相談を受け、対応に当
たってきたと承知しているが、本法案の施行によ
り、今後どのような役割を担うこととなるのか。 

【注】
 

 
１．フリーランス・トラブル110番は、フリーランスの
方が、発注者等との取引上のトラブルについて、弁護
士にワンストップで相談できる窓口として、令和２年
11月に設置したものであり、これまでに１万件を超え
る相談に丁寧に対応してきた。 

 
２．本法案第21条においては、国は、特定受託事業者の
取引適正化や就業環境整備に資するよう、相談対応等
の必要な体制の整備等の措置を講じることとされてい
る。 
本法案が成立した場合、フリーランス・トラブル

110番が、フリーランスの取引におけるトラブルや、
本法案に違反する行為について、国が行う相談対応の
中心的な役割を果たすこととなると考えている。 
 

 （注１）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案（抄） 

（特定受託事業者からの相談対応に係る体制の整備） 

第二十一条 国は、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受

託業務従事者の就業環境の整備に資するよう、特定受託事業者か

らの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他

の必要な措置を講ずるものとする。 

  



問１０―２ 

 
３．フリーランス110番においては引き続き、取引上の
トラブルについて丁寧な相談対応を行うとともに、 
・ 違反行為を受けた特定受託事業者が行政機関の対
応を希望する場合に、フリーランス・トラブル110
番での相談から、公正取引委員会、中小企業庁、厚
生労働省の窓口への申告に円滑につなぐという役割
を担うための体制整備を図るほか、 

・ 所管省庁である公正取引委員会等においては、フ
リーランス・トラブル110番で相談対応を行う弁護
士からのヒアリング等を通じて、問題行為が多いと
考えられる業種等を拾い出したうえで、特定業種等
に対して調査を行うといった、フリーランス・トラ
ブル110番から問題事例を吸い上げる仕組みを充実
させる、 

といったことを考えている。 
本法案の施行により、取引の適正化等が進むようし

っかりと取り組んでまいりたい。 

 

 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリーランス取

引適正化法制準備室  参事官 堀 泰雄 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








